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ロ
シ
ア
人
漁
師
に
よ
る
密
入
国
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

二
〇
〇
七
年
四
月
七
日
、
ウ
ニ
採
り
の
ロ
シ
ア
人
漁
師
が
日
ロ
間
で
取
り
決
め
ら
れ
た
中
間
線
を
越
え
根
室
の
納
沙
布
岬

に
向
か
い
、
旅
券
も
持
た
ず
に
根
室
市
に
入
り
、
根
室
市
内
の
商
店
で
買
い
物
を
し
て
、
ゴ
ム
ボ
ー
ト
で
根
室
を
離
れ
る
寸

前
に
根
室
署
の
警
官
に
身
柄
を
取
り
押
さ
え
ら
れ
る
と
い
う
事
件
（
以
下
、
「
事
件
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
と
承
知
す
る

が
、
外
務
省
が
「
事
件
」
を
最
初
に
知
っ
た
の
は
い
つ
か
。
「
事
件
」
を
最
初
に
知
っ
て
か
ら
、
外
務
省
に
お
い
て
ど
の
よ

う
な
初
動
対
応
が
と
ら
れ
た
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

「
事
件
」
に
関
し
、
中
間
線
を
越
え
て
根
室
に
入
っ
た
ロ
シ
ア
人
漁
師
（
以
下
、
「
ロ
シ
ア
人
漁
師
」
と
い
う
。
）
は
い

つ
根
室
署
の
警
官
に
身
柄
を
拘
束
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
取
り
調
べ
を
受
け
、
い
つ
身
柄
を
解
放
さ
れ
た
か
。

三

「
ロ
シ
ア
人
漁
師
」
の
行
為
は
我
が
国
へ
の
密
入
国
に
該
当
す
る
と
承
知
す
る
が
、
「
ロ
シ
ア
人
漁
師
」
に
対
し
て
ど
の

よ
う
な
罰
則
が
科
せ
ら
れ
た
か
。

四

「
事
件
」
に
つ
き
、
外
務
省
か
ら
ロ
シ
ア
政
府
に
対
し
て
抗
議
を
行
っ
た
か
。
行
っ
た
の
な
ら
ば
、
抗
議
を
行
っ
た
内

容
、
日
に
ち
、
場
所
、
方
法
及
び
日
本
側
の
誰
か
ら
ロ
シ
ア
側
の
誰
に
対
し
て
行
っ
た
か
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

四
で
抗
議
を
行
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

一



六

「
事
件
」
と
同
様
の
ロ
シ
ア
側
か
ら
中
間
線
を
越
え
て
の
我
が
国
へ
の
密
入
国
は
、
こ
れ
ま
で
に
何
件
報
告
さ
れ
て
い
る

か
。

七

六
に
対
し
て
外
務
省
と
し
て
ど
の
よ
う
な
対
応
を
と
っ
て
き
て
い
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


